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問
申

小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者

　
　
　
　
　

登
録
制
度
に
つ
い
て

　

こ
の
制
度
は
、
市
内
に
主
た
る
事

業
所
を
有
す
る
法
人
ま
た
は
住
所
を

有
す
る
個
人
で
、
市
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い

方
を
対
象
と
し
た
登
録
制
度
で
す
。

　

市
が
発
注
す
る
工
事
等
の
う
ち
小

規
模
な
工
事
等
の
受
注
お
よ
び
施
工

を
希
望
す
る
方
を
登
録
し
、
積
極
的

に
業
者
選
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
に

よ
り
、
市
内
業
者
の
受
注
機
会
の
拡

大
を
図
り
、
市
内
経
済
の
活
性
化
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
制
度
に
登
録
を
希
望
さ
れ

る
方
は
「
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望

者
登
録
申
請
書
」
を
次
の
と
お
り
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
…
３
月
１
日
㈮
〜
29
日

　

㈮
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間
…
午
前
の
部
＝
午
前
９

　

時
〜
11
時
30
分
ま
で
／
午
後
の
部

　

＝
午
後
１
時
〜
５
時
ま
で

▼
受
付
場
所
…
伊
奈
庁
舎
財
政
課

▼
登
録
期
間
…
５
月
１
日
〜
平
成
27

　

年
４
月
30
日

農
振
除
外
の
申
請
に
つ
い
て

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
農
業
振
興
地
域
整
備

計
画
に
定
め
ら
れ
た
農
用
地
区
域
内

の
土
地
を
、
農
用
地
以
外
の
用
途
に

す
る
場
合
に
は
、
農
用
地
区
域
か
ら

除
外
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

市
で
は
、
農
用
地
区
域
内
農
地
の

除
外
申
請
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け

ま
す
。転
用
事
業
計
画
の
あ
る
方
は
、

受
付
期
間
内
（
期
限
厳
守
）
に
申
請

願
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
書
類
に
記
入
漏
れ
、

ま
た
は
不
備
な
ど
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ら
の
修
正
を
行
っ
て
か
ら

で
な
い
と
受
け
付
け
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
産
業
経
済

課
ま
で
相
談
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

▼
受
付
期
間
…
４
月
1
日
㈪
〜
30
日

　

㈫
ま
で

※
土
、
日
、
祝
日
は
除
く
。

※
受
付
は
、
４
月
、
８
月
、
12
月
の

年
３
回
で
す
。
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問

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

　
　
　
　

３
月
１
日
㈮
〜
７
日
㈭

住
宅
防
火　

い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

　

か
ら
離
れ
た
場
所
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

　

る
時
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅

　

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ

　

た
め
に
、
燃
え
に
く
い
製
品
（
防

　

炎
製
品
）
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

　

に
、
消
火
器
な
ど
を
備
え
る
。

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

　

を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力

　

体
制
を
つ
く
る
。　

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

　
　
　

設
置
し
ま
し
ょ
う
！

　

消
防
法
に
よ
り
す
べ
て
の
住
宅
に

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
住

宅
火
災
の
逃
げ
遅
れ
者
を
無
く
す
た

め
に
も
、
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

●
設
置
が
必
要
な
場
所

・
寝
室

・
階
段
の
上
部
（
２
階
以
上
に
寝
室

　

が
あ
る
場
合
）

悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご
注
意
を
！

　

消
防
署
の
職
員
が
、
住
宅
を
訪
問

し
て
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
販
売
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
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問

『
消
す
ま
で
は

『
消
す
ま
で
は  

出
な
い
行
か
な
い

出
な
い
行
か
な
い  

離
れ
な
い
』

離
れ
な
い
』

　

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
に
関
す

る
意
識
を
強
く
持
ち
、
火
災
の
発
生

を
未
然
に
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
枯
草

火
災
の
多
発
す
る
時
期
で
も
あ
り
ま

す
。
タ
バ
コ
の
投
げ
捨
て
は
絶
対
に

や
め
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
書
類
…
小
規
模
工
事
等
契
約

　

希
望
者
登
録
申
請
書
（
フ
ォ
ル
ダ

　

ー
・
緑
色
）

※ 

添
付
書
類
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
申
請
方
法
…
直
接
持
参

水
稲
初
期
病
害
虫
防
除
薬
剤

　
　

補
助
事
業
終
了
の
お
知
ら
せ

　

こ
れ
ま
で
市
で
は
、
水
稲
の
良
質

米
生
産
を
図
る
た
め
、
箱
苗
薬
剤
を

使
用
し
た
農
業
者
・
生
産
集
団
に
対

し
て
購
入
代
金
の
一
部
補
助
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
年
の

市
内
産
米
の
品
質
が
向
上
し
、
当
事

業
の
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
か
ら
、

平
成
24
年
度
を
も
っ
て
補
助
金
の
交

付
を
終
了
し
ま
す
。
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
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